
２０２０年２月 

              枚方フットボールクラブ会員規定 
 

１ 名称 

当クラブは「枚方フットボールクラブ」（略称「Ｈ.Ｆ.Ｃ」「枚方ＦＣ」）と称する。 

 

２ 会員資格 

会員は４歳児（幼稚園年中）以上の男女とします。 

なお、他チーム（サッカー協会に登録をしているチーム）及び学校の部活との掛け持ちは出来ません。 

 

３ 新規入会及び継続入会 

（１）新規入会 

新規入会を希望される方は、クラブホームページから入会の手続きをお済ませのうえ、お近くのゆうちょ銀行で

「会費２ヶ月分の振込み」と、「自動払込利用申込書」（緑の用紙）をゆうちょ銀行窓口に提出してください。 

ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は口座の開設をお願いします。 

インターネットをご利用いただけない方は「選手登録書」と「後援会入会申込書」を担当コーチ又は事務局から

受け取り、必要事項記入し提出してください。 

なお、お振込みいただいた会費(２ヶ月分)は、２ヶ月以内に退会された場合でも返金いたしませんので予めご了

承願います。 

[会費２ヶ月分振込先]（加入者名）枚方フットボールクラブ （口座番号）00970-0-129182 

[自動払込利用申込書] （緑の用紙） 

  用紙はゆうちょ銀行窓口でお受け取りください。記入方法はクラブホームページをご覧ください。 

（加入者名）枚方フットボールクラブ （払込先口座番号）14170-55135531 

[インターネットをご利用いただけない方の新規入会提出書類] 

①選手登録書 ②後援会入会申込書 ③自動払込利用申込書 （③はゆうちょ銀行に提出お願いします） 

 

（２）進級、進学などに伴う継続入会 

期日までに退会の申し出が無い限り自動的に継続されます。（会員規定 ８項参照） 

進学や進級により、連絡先や学校名など変更があった場合は、速やかにクラブホームページ「会員ページ」より

連絡先や学校名など、会員情報の変更をお願いします。 

なお、会員情報の変更を行われない場合、サッカー協会への登録や保険の加入が出来ないことがあります。 

 

 （３）会員情報の変更について 

     転居や携帯電話機種変更による連絡先アドレスの変更、転校など会員情報に変更があった場合は速やかに

「会員ページ」よりログインしていただき会員情報の変更をお願いします。 

 

  （４）再入会について 

     自己都合により退会した会員が再入会する場合は、クラブの審査を経て入会承認を行います。 

 

４ 練習日及び練習会場 

練習日と練習場所は学年ごとに設定しています。グランドの関係等で変更・中止する場合もありますので、事前に

担当コーチもしくはクラブホームページにて確認してください。 

なお、合宿・遠征等の行事については、コーチの指示を受けて下さい。 

 

５ 会費（月額） 

枚方フットボールクラブの財源は会費がすべてです。サッカー協会への加盟費・登録費・練習会場使用料・備品・

大会参加費・スポーツ傷害保険などの運営費はすべて会費で賄っていますので、会員皆様のご理解と円滑な納入に

ご協力をお願いします。なお、会費は雨天や会場都合などによる日割り等での返金は一切致しません。 

 

（１）会費（月額） 

幼稚園児  ３,０００円   小学校 １～２年生  ４,５００円 

小学校 ３年生  ６,０００円   小学校     ４年生       ７,０００円 

小学校 ５～６年生  ８,０００円   中学校 １～２年生  ９,０００円 

中学校 ３年生 １３,５００円 （１０月分まで納入、以後会費不要で活動参加可） 

高 校 １～２年生 １０,０００円 

高 校  ３年生 １５,０００円 （１０月分まで納入、以後会費不要で活動参加可） 



 

① 兄弟割引について 

兄弟３人以上で同時に会員となっている場合に限り、３人目以降の会員の会費を規定の半額とします。 

(特別な手続きは必要ありません） 

なお、会員の誰かが途中退会となった場合は、その時点から割引は受けられなくなります。 

 

② 中学校３年生及び高校３年生について 

中学校３年生及び高校３年生は、活動が公式戦終了時（秋頃）までになりますが、サッカー協会等への登録費は

１年分発生しますので、その分負担いただく月額会費は割高になりますが、年間合計では割安になります。 

なお、活動終了後も練習等に参加することを妨げるものではありませんので、上のカテゴリーに参加してくださ

い。 

 

（２）納入方法 

会費は「月払い」とし、毎月末（30 日）に翌月分をゆうちょ銀行口座から引き落としします。 再引き落としは

翌月の 10 日です。  引き落しには別途手数料（55 円/毎回）が必要となります。 

ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は口座の開設をお願いします。 

 

（３）会費延滞 

引き落とし日に会費が引き落とせず、事務局の督促作業が生じた場合は、手数料として１回につき１００円を申

し受けます。 

 

６ 後援会への入会 

会員となった保護者の方には、全員後援会に入会していただきます。詳細については後援会会則を参照してくださ

い。 

 

７ スポーツ傷害保険 

会員となられた方は、全員スポーツ傷害保険に加入します。 

「クラブの活動」で負傷し治療（通院・入院）を受けた場合は、保険金請求の手続きを取りますので、負傷してか

ら２週間以内に担当コーチまで申し出て下さい。その後クラブホームページの「会員ページ」からスポーツ保険申

請用紙に必要事項を記入の上、担当コーチに提出してください。 

なお、クラブにおいて加入のスポーツ傷害保険は全ての治療費実費を負担するのではなく見舞金程度となりますの

で、各家庭任意で別途保険等に加入されることお奨めします。 

スポーツ傷害保険の詳細については（公財）スポーツ安全協会のパンフレットもしくはホームページにて予めご確

認ください。 

サッカーでは怪我や事故等を完全に防止することは不可能です。練習や試合、その往復途上での負傷、疾病、事故

などに対しては十分注意指導しますが、万が一の事故・怪我については、クラブ側は迅速に対応いたしますが、以

降の処置についてはスポーツ傷害保険によって行い、その他の責任は負わないものとします。 

 

８ 退会の手続き等 

（１）退会届 

退会される場合は、退会される月の２０日までに担当コーチ又は事務局まで退会の申し出及び、クラブホームペ

ージ「会員ページ」から「退会手続き」を行ってください。 

インターネットをご利用いただけない方は所定の「退会届」を担当コーチ又は事務局から受け取り、提出してく

ださい。 

 

（２）退会日 

退会日はクラブから退会届を受理した旨の連絡（会員システムからの連絡）があった日とします。 

書類で提出される場合は担当コーチ又は事務局が「退会届」を受理した日とします。 

 

（３）その他 

会費は、「退会届」が受理された日を含めて１日でも在籍期間 （練習等への参加の有無に関係なく）がある場

合に発生します。 

 なお、退会月の２１日以降に「退会届」を提出された場合は、翌月の会費が引落しされますのでご注意ください。 

また、新規入会後、２ヶ月以内に退会される場合は、期間の長短にかかわらず２ヶ月分の会費を申し受けますの

で、併せてご了承願います（「上記３（１）」参照）。 

 

 



９ 休会の手続き 

（１）休会について 

大きな怪我や入院などにより、継続してクラブ活動に参加することが困難な状態である場合に限り、申告するこ

とにより一定期間休会をすることができます。受験の準備などの事由では休会は出来ません。 

 

（２）休会届 

休会される場合は、担当コーチ又は事務局まで休会の申し出後、クラブホームページ「会員ページ」から「休会

手続き」を行ってください。 

休会日はクラブから休会届けを受理した旨の連絡（会員システムからの連絡）があった日とします。 

インターネットをご利用いただけない方は担当コーチ又は事務局から「休会届」を受け取り提出した後、クラブ

からの承認を得てください。 

 

（３）休会期間 

休会期間は３ヶ月を限度とします。これを超える場合は再度クラブに申告のうえ延長することができます。 

 

（４）休会中の会費 

休会期間中の会費については原則免除とします。 

なお、「休会届」が受理された日を含めてその月に１日でも在籍期間（練習等への参加の有無に関係なく）があ

る場合は会費が発生します。 

 

（５）その他 

休会が年度を跨ぐ場合は１ヶ月分の会費を納入していただきます。休会期間中でもサッカー協会登録費、スポー

ツ障害保険等の諸経費が発生します。会費納入が無い場合、復会後公式戦等への出場ができなくなります。 

 

 

１０ その他留意事項 

（１）練習会場の多くは学校の御厚意で借用させてもらっています。雨天等によりグランド状態が悪い場合練習は

中止となります。また、当然のことですが、ごみを放置したり、校舎等にボールをぶつけたりして学校の施設を

破損しないよう注意して下さい。 

また、練習会場借用等でお手伝いを依頼する場合もありますので、併せて御協力をお願いします。 

 

（２）試合に出場する選手・ポジションの選考・ユニフォームの番号については、担当コーチ及びクラブに一任と 

   します。活動中の保護者等からの選手への指示は厳禁です。また、コーチへの異議申し出にもお応えしません。 

 

 （３）対外試合等の移動については、①年齢に応じた安全確保②団体行動における社会性の育成③自主性の育成  

④経済性・利便性を考慮し決定します。 

 

（４）ユニフォームなどチームで統一しているものは各自で購入していただきます。 

具体的な購入方法などはカテゴリーによって異なりますので、担当コーチの指示に従ってください。 

また、クラブエンブレム及びロゴについては無断で使用することは禁じ、クラブの管理において付与します。 

 

（５）クラブホームページやソーシャルメディアに活動風景など写真を掲載する際、個々の選手が掲載されること

を予めご承認願います。 

 

（６）当クラブは㈱ガンバ大阪とパートナーシップ契約を締結しています。当クラブの会員はガンバ大阪ファンク

ラブへ入会するなど、ガンバ大阪を積極的に応援することとします。 

 

（７）個人情報は、法令の定めのある場合を除いて、会員の事前の同意を得ることなく、クラブ運営上必要な目的

以外には使用しません。 

 

（８）会費滞納、欠席遅刻の多い人、他の会員等に迷惑を掛ける人、クラブの名誉を傷付け、傷つけるおそれのあ

る人、その他クラブの方針や決定に従わない人は退会していただきます。予めご了承願います。 

 

（９）本規定は必要の都度変更を行い適宜改定します。 

 

 

２０２０年２月改定 


